
大
阪
大
学
法
学
会
会
則 

（
目
的
） 

第
一
条 

大
阪
大
学
法
学
会
（
英
文
表
記 The Law

 Association of the U
niversity of O

saka

）
は
、
法
学
政
治
学
の
領
域
に
お
け
る
会
員
相
互

の
学
術
研
究
交
流
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
大
阪
大
学
法
学
部
、
大
学
院
法
学
研
究
科
及
び
大
学
院
高
等
司
法
研
究
科
に
お
け
る
研
究
教
育

を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
学
政
治
学
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
事
業
） 

第
二
条 

大
阪
大
学
法
学
会
（
以
下
、
本
会
と
い
う
。）
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
。 

一 

「
阪
大
法
学
」
及
び
法
学
政
治
学
に
関
す
る
研
究
叢
書
等
の
刊
行 

二 

法
学
会
大
会
の
開
催 

三 

講
演
会
及
び
研
究
会
の
開
催 

四 

大
阪
大
学
法
学
部
、
大
学
院
法
学
研
究
科
及
び
大
学
院
高
等
司
法
研
究
科
の
行
う
事
業
に
対
す
る
援
助 

五 

そ
の
他
、
第
四
条
に
定
め
る
評
議
員
会
（
以
下
、
評
議
員
会
と
い
う
。）
に
お
い
て
承
認
し
た
事
業 

（
会
員
等
） 

第
三
条 

本
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
会
員
と
す
る
。 

一 

大
阪
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
又
は
大
学
院
高
等
司
法
研
究
科
の
専
任
教
員 

二 

大
阪
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
又
は
大
学
院
高
等
司
法
研
究
科
の
兼
任
教
員
で
あ
っ
て
、
評
議
員
会
に
お
い
て
会
員
と
す
る
こ
と
を
承
認
し
た

者 

三 

大
阪
大
学
法
学
部
、
大
学
院
法
学
研
究
科
又
は
大
学
院
高
等
司
法
研
究
科
の
学
生
及
び
卒
業
生
（
次
項
に
定
め
る
会
費
を
納
め
た
者
に
限
る
。） 

四 

そ
の
他
、
特
に
評
議
員
会
に
お
い
て
会
員
と
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
者 

２ 

会
員
は
、
評
議
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
会
費
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

本
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
名
誉
会
員
と
す
る
。 

一 

大
阪
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
又
は
大
学
院
高
等
司
法
研
究
科
に
専
任
教
員
と
し
て
所
属
し
た
経
歴
を
有
し
、
か
つ
、
大
阪
大
学
名
誉
教
授
の

称
号
を
授
与
さ
れ
た
者 

二 

そ
の
他
、
評
議
員
会
に
お
い
て
名
誉
会
員
と
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
者 

４ 

会
員
及
び
名
誉
会
員
は
、
法
学
会
大
会
の
ほ
か
、
本
会
の
行
う
講
演
会
、
研
究
会
そ
の
他
の
事
業
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
評
議
員
会
） 

第
四
条 

本
会
に
、
意
思
決
定
機
関
と
し
て
、
評
議
員
会
を
置
く
。 

２ 

評
議
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
評
議
員
と
す
る
。 

一 

前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
た
者 

二 

そ
の
他
、
特
に
評
議
員
会
に
お
い
て
評
議
員
と
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
者 

３ 

評
議
員
会
は
評
議
員
長
を
互
選
し
、
評
議
員
長
は
本
会
を
代
表
す
る
。
な
お
、
評
議
員
長
の
任
期
は
、
こ
れ
を
定
め
な
い
も
の
と
す
る
。 

４ 

本
会
の
予
算
及
び
決
算
並
び
に
本
会
の
所
有
す
る
財
産
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
評
議
員
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
運
営
委
員
会
） 

第
五
条 

評
議
員
会
に
、
日
常
の
会
務
の
執
行
に
当
た
る
機
関
と
し
て
、
運
営
委
員
会
を
置
く
。 

２ 

運
営
委
員
会
は
、
次
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
に
掲
げ
る
委
員
で
構
成
す
る
。 

３ 

運
営
委
員
会
は
運
営
委
員
長
を
互
選
し
、
運
営
委
員
長
は
運
営
委
員
会
を
統
括
す
る
。 

（
各
種
委
員
） 

第
六
条 

評
議
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
委
員
を
互
選
す
る
。
な
お
、
委
員
の
任
期
は
二
年
と
し
、
原
則
と
し
て
再
任
を
認
め
な
い
も
の
と
す
る
。 

一 

編
集
委
員
（「
阪
大
法
学
」
の
編
集
を
担
当
） 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

若
干
名 

二 

企
画
委
員
（
本
会
の
行
う
事
業
の
企
画
を
担
当
） 
 
 
 
 
 
 
 
 

若
干
名 

三 

会
計
委
員
（
本
会
の
会
計
を
担
当
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

若
干
名 

四 

監
査
委
員
（
本
会
の
会
計
及
び
会
務
の
執
行
に
関
す
る
監
査
を
担
当
） 

若
干
名 

（
事
務
所
） 

第
七
条 

本
会
の
事
務
所
は
、
大
阪
府
豊
中
市
待
兼
山
町
一
番
六
号 

大
阪
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
内
に
置
く
。 

（
改
正
） 

第
八
条 

本
会
の
会
則
を
改
正
す
る
に
は
、
評
議
員
の
過
半
数
の
賛
成
を
も
っ
て
、
評
議
員
会
で
こ
れ
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 附
則 こ

の
改
正
は
、
平
成
九
年
一
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

こ
の
改
正
は
、
平
成
一
三
年
九
月
二
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

こ
の
改
正
は
、
平
成
一
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

こ
の
改
正
は
、
平
成
二
四
年
六
月
一
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

こ
の
改
正
は
、
令
和
三
年
四
月
一
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

こ
の
改
正
は
、
令
和
四
年
四
月
一
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

こ
の
改
正
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
 


